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▽
電
話
番
号
＝
０
１
２
０
・
１
２

３
・
１
２
７

▽
内
容
＝
①
疾
病

や
治
療
内
容
・
服

薬
に
関
す
る
相
談

②
医
療
機
関
の
案

内
③
食
事
や
運
動

等
の
指
導
④
健
康

維
持
・
健
康
不
安
・

健
康
増
進
に
関
す

る
相
談
⑤
介
護
の

方
法
・
技
術
指
導
、

介
護
上
の
不
安
・

ス
ト
レ
ス
に
関
す

る
相
談

▽
対
象
者
＝
市
内
在
住
の　

歳
以

６５

上
の
高
齢
者
と
高
齢
者
を
介
護
す

る
家
族
等

�
�
�
�
�
�
�

▽
内
容
＝
月
２
回
の
定
時
連
絡
に

よ
り
①
利
用
者
の

体
調
・
生
活
状
況

の
把
握
②
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・

安
否
確
認

▽
対
象
者
＝
市
内

在
住
の　

歳
以
上

６５

の
高
齢
者
の
う

ち
、
ひ
と
り
暮
ら

し
で
健
康
に
不
安

の
あ
る
方
※
市
が

必
要
と
認
め
る
方

▽
問
合
せ
・
お
元

気
コ
ー
ル
の
申
込
み
先
＝
高
齢
福

祉
課
在
宅
サ
ー
ビ
ス
係

老人保健制度で老人保健制度で
医療を受けている方へ医療を受けている方へ
老人保健制度で老人保健制度で
医療を受けている方へ医療を受けている方へ
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昭
和
７
年
９
月　

日
ま
で
に
生
ま

３０

れ
た
方
（
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障

害
の
状
態
で
、
障
害
認
定
を
受
け
て

い
る
方
は　

歳
か
ら
）
が
医
療
機
関

６５

に
か
か
る
場
合
に
は
、
医
療
保
険
の

資
格
は
そ
の
ま
ま
で
、
医
療
は
老
人

保
健
で
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

�
�
�
�

　

自
己
負
担
金
は
、
か
か
っ
た
医
療

費
の
１
割
ま
た
は
２
割
。
負
担
割
合

は
、
所
得
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す

（
下
表
参
照
）。

�
�
�
�
�
�

　

同
じ
診
療
月
内
に
支
払
っ
た
医
療

費
が
限
度
額
を
超
え
た
と
き
は
、
超

え
た
分
の
払
い
戻
し
が
受
け
ら
れ
ま

す
。
限
度
額
は
、
所
得
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す（
左
表
参
照
）。
該
当
す
る

方
に
は
、
診
療
月
の
約
２
カ
月
後
に

申
請
書
（
お
知
ら
せ
）
を
送
付
し
ま

す
の
で
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
入
院
時
の
食
事
代
や
差
額
ベ
ッ
ド

代
な
ど
健
康
保
険
対
象
外
の
も
の
は

支
給
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

申
請
が
必
要
で
す
。

▽
問
合
せ
先
＝
高
齢
福
祉
課
医
療
係

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�

　
　

歳
以
上
の
方
が
、
病
気
や
け
が

７０
な
ど
で
医
療
保
険
で
７
日
以
上
継
続

し
て
入
院
し
た
と
き
、
入
院
日
数
に

応
じ
て
見
舞
金
を
支
給
し
ま
す
。

▽
申
請
期
間
＝
事
由
が
発
生
し
て
か

ら
６
カ
月
以
内

▽
申
請
に
必
要
な
も
の
＝
入
院
日
数

が
確
認
で
き
る
も
の
（
入
院
費
領
収

証
な
ど
）、
印
鑑
、
預
金
通
帳
（
郵
便

局
を
除
く
）

▽
入
院
日
数
・
金
額
＝
７
日
〜　

日
６０

…
１
万
円
、　

日
〜　

日
…
２
万

６１

１８０

円
、　

日
以
上
…
３
万
円
※
年
度
内

１８１

の
上
限
は
３
万
円

▽
申
請
方
法
＝
本
人
ま
た
は
家
族

（
代
理
人
）
が
市
役
所
２
階
高
齢
福

祉
課
医
療
係
へ

　

平
成　

年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
介

１２

護
保
険
制
度
は
、
利
用
者
の
増
加
や

保
険
料
未
納
の
課
題
を
抱
え
、
よ
り

厳
格
な
運
営
が
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
保
険
財
政
の
一
層
の
健
全
化
を

目
指
す
に
は
、
皆
さ
ん
の
協
力
は
欠

か
せ
ま
せ
ん
。

　

今
回
送
付
す
る
介
護
給
付
費
通
知

は
、
制
度
を
支
え
る
保
険
料
の
お
支

払
い
に
つ
い
て
確
認
い
た
だ
く
こ
と

で
、
よ
り
公
平
で
安
定
し
た
サ
ー
ビ

ス
提
供
を
目
指
す
も
の
で
す
。

�
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平
成　

年
７
月
〜
９
月
に
居
宅
介

１６

護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
た
方
か
ら

抽
出
し
た
お
よ
そ
２
千
人
を
対
象

に
、
介
護
給
付
費
通
知
を
１
月
中
旬

以
降
に
送
付
し
ま
す
。
ご
利
用
の
サ

ー
ビ
ス
利
用
月
、
事
業
所
名
、
負
担

額
等
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
サ
ー

ビ
ス
利
用
内
容
の
確
認
と
、
領
収
証

と
の
比
較
に
よ
り
請
求
誤
り
、
不
正

請
求
等
が
発
見
で
き
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

介
護
保
険
料
の
納
入
通
知
書
は
、

　

歳
以
上
の
方
に
送
付
し
て
い
ま
す

６５（
原
則
、
７
月
中
旬
。
そ
の
他
、
転

入
な
ど
の
時
期
に
よ
り
送
付
時
期
が

異
な
り
ま
す
）。

　

納
入
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
納
期

限
日
を
過
ぎ
た
分
の
支
払
い
が
済
ん

で
い
な
い
方
は
、
早
め
に
納
入
を
お

願
い
し
ま
す
。
口
座
振
替
を
ご
希
望

の
方
は
、
納
期
の
２
カ
月
前
ま
で
に

直
接
金
融
機
関
の
窓
口
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
（
市
内
金
融
機
関
に

申
込
用
紙
が
備
え
て
あ
り
ま
す
）。

　

ま
た
、
平
成　

年
度
以
前
の
介
護

１５

保
険
料
に
未
納
の
あ
る
方
は
、
お
知

ら
せ
を　

月
に
送
付
し
ま
し
た
。
納

１１

付
書
が
な
い
場
合
、
災
害
な
ど
の
特

別
な
事
情
ま
た
は
経
済
的
な
理
由
等

で
納
入
が
困
難
な
方
は
早
め
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
未
納
を
放
置
さ
れ
る

と
今
後
ご
自
身
が
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
と
き
に
、
右
表
の
よ

う
な
給
付
制
限
が
適
用
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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平
成　

年
中
の
所
得
の
確
定
申
告

１６

や
市
・
都
民
税
申
告
の
際
、
税
金
の

所
得
控
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
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平
成　

年
中
に
納
め
た
金
額
を
、

１６

次
の
方
法
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

①
年
金
天
引
き
の
方
は
公
的
年
金
の

源
泉
徴
収
票

②
納
付
書
で
お
支
払
い
の
方
は
納
付

書
の
領
収
証
書

③
口
座
振
替
の
方
は
振
替
名
義
人
の

通
帳
ま
た
は
介
護
保
険
料
決
定
通
知

書※
お
手
元
に
確
認
で
き
る
も
の
が
な

い
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
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在
宅
で
訪
問
看
護
な
ど
医
療
系
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
方
の
う
ち
、
一

定
の
条
件
を
満
た
す
場
合
と
、
介
護

老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施

設
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
に
限
り
ま

す
。
ま
た
、
申
告
の
際
は
サ
ー
ビ
ス

利
用
料
の
領
収
証
が
必
要
で
す
。
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要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
、
お

む
つ
代
で
医
療
費
控
除
を
受
け
る
の

が
２
回
目
以
降
の
方
は
、
介
護
保
険

係
が
発
行
す
る
「
主
治
医
意
見
書
記

載
事
項
証
明
書
」（「
介
護
保
険
主
治

医
意
見
書
」
内
の
記
載
事
項
を
活
用

し
ま
す
）を
添
付
し
申
告
で
き
ま
す
。

（
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
、
一

定
条
件
を
満
た
す
方
で
は
じ
め
て
お

む
つ
代
を
医
療
費
控
除
と
し
て
申
告

す
る
方
や
、
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
な
い
方
は
、
医
師
が
発
行
す
る

「
お
む
つ
使
用
証
明
書
（
用
紙
は
税

務
署
ま
た
は
市
民
税
課
に
あ

り

）」が
あ

れ
ば
申
告
で
き
ま
す
）

※
確
定
申
告
に
つ
い
て
は
国
税
庁
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.nta.g

o.jp

）
ま
た
は
日
野
税
務
署
（
�　
５８５

・
５
６
６
１
）
へ

電話による電話による
24時間365日の24時間365日の
医療・健康相談などが医療・健康相談などが

始まります始まります
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